
 

 

 

明石市広報紙「広報あかし」の全戸配布を開始します 

～すべての市民に市政情報をお届け～ 

 

市政情報をすべての市民の皆様にお届けするため、これまで新聞折り込みやポステ

ィングにより配布していた「広報あかし」を、市内全世帯に配布します。 

また、「広報あかし」の全戸配布開始に併せて「議会だより」も全戸配布するほか、

「広報あかし」の発行回数や内容、ページ数などを見直します。 

  

１ 開始時期 

  ２０２６年 7 月発行の「広報あかし」から（申し込み不要、無料） 

※ 6 月 1 日～20 日の間に「広報あかし」全戸配布の開始をお知らせするチラシ（別添

参照）を全戸配布します 

 

２ 配布世帯数 

  市内全世帯 （約 145,000 世帯） 

 

３ 配布業者 

  株式会社 JP メディアダイレクト （公募型プロポーザル方式にて決定） 

 

４ 配布期間 

   毎月 1 日～7 日の間に市内全世帯にお届け 

 

５ 変更点 

① 発行回数  ： 「月 2 回」から「月 1 回」に 

② ページ数  ： 「8 ページまたは 12 ページ」から「16 ページ」に 

③ 内   容  ： プレゼント付きのアンケート企画など新しいコーナーがスタート 

 

６ その他 

① 配布業者において専用のコールセンターを開設し、期間内に届かないなどのトラブル

や、配布が不要と言う声にも対応します。 

② 全戸配布開始後も、市ホームページや各種SNS、アプリによる「広報あかし」のデジタ

ル媒体での閲覧も引き続き利用できます。 

記 者 提 供 資 料 

2 0 2 6 年 （令和 8 年 ）  5 月 2 8 日 

明 石 市政 策 局広 報プ ロ モー シ ョン 室 

広報課（担当：藤本・河原林） 

電話:078-918-5001(内線 2310・2311) 






